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青
梅
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

平
成
29
年
分
の
確
定
申
告
書
の
提
出
と
納
税

の
期
間
は
次
の
と
お
り
で
す
。

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税

期
間　

２
月
16
日
(金)
〜
３
月
15
日
(木)

※
還
付
申
告
書
は
２
月
15
日
(木)
以
前
で
も
提
出

で
き
ま
す
。

贈
与
税

期
間　

２
月
１
日
(木)
〜
３
月
15
日
(木)

個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税

期
間　

１
月
４
日
(木)
〜
４
月
２
日
(月)

　

青
梅
税
務
署
で
は
、
所
得
税
お
よ
び
復
興
特

別
所
得
税
、
個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び
地

方
消
費
税
の
確
定
申
告
書
な
ら
び
に
贈
与
税
の

申
告
書
作
成
会
場
を
開
設
し
ま
す
。

開
設
期
間　

２
月
16
日
(金)
〜
３
月
15
日
(木)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
日
を
除
く
）

受
付
時
間　

午
前
８
時
30
分
〜

　
　
　
　
　
　
　
　
（
提
出
は
午
後
５
時
ま
で
）

相
談
時
間　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　

２
月
１
日
(木)
〜
３
月
31
日
(土)
ま
で
の
間
は
、

青
梅
税
務
署
の
駐
車
場
は
使
用
で
き
ま
せ
ん

(

障
害
者
用
車
両
は
除
く)

。
お
越
し
の
際
は

公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
昨
年
の
確
定
申
告
書
を
「
市
町
村
の
相
談
会

場
」「
税
理
士
会
の
無
料
申
告
相
談
会
場
」
や

e-Tax (

国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム)

で
提
出
し
た
方
ま
た
は
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
て

税

金

「
書
面
」
で
提
出
し
た
方
は
、
確
定
申
告
書
等

の
用
紙
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
国
税
の
納
付
は
、
振
替
納
税(

贈
与
税
を
除

く)

やe-Tax

を
ご
利
用
い
た
だ
く
か
、
お

近
く
の
金
融
機
関
で
必
ず
納
期
限(

所
得
税
お

よ
び
復
興
特
別
所
得
税
・
贈
与
税
は
３
月
15
日

(木)
、
個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び
地
方
消

費
税
は
４
月
２
日
(月))

ま
で
に
納
付
し
て
く
だ

さ
い
。

日
曜
日
の
相
談
・
受
付

期
日　

２
月
18
日
(日)
・
25
日
(日)

場
所　

立
川
税
務
署
（
青
梅
税
務
署
で
は
執
務

を
行
っ
て
い
ま
せ
ん
）

※
大
変
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め

ご
了
承
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
当
日
は
国
税
の
領

収
お
よ
び
納
税
証
明
書
の
発
行
は
行
い
ま
せ
ん
。

確
定
申
告
出
張
相
談

　

青
梅
税
務
署
職
員
と
税
理
士
に
よ
る
出
張
相

談
で
、
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
、
個

人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の
確

定
申
告
書
な
ど
を
作
成
し
て
提
出
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
譲
渡
所
得
、
贈
与
税
、
内
容
が
複
雑

な
相
談
な
ど
は
、税
務
署
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

期
日　

２
月
５
日
(月)
・
６
日
(火)

受
付
時
間　

午
前
９
時
30
分
〜
11
時

　
　
　
　
　

午
後
１
時
〜
３
時

※
混
雑
具
合
に
よ
り
、
早
め
に
受
け
付
け
を
締

切
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

場
所　

役
場
３
階 

第
１
・
２
会
議
室

持
物　

印
鑑
、
申
告
書
の
作
成
に
必
要
な
書
類

お
よ
び
前
年
分
の
確
定
申
告
書
の
控
え
な
ど

　

ま
た
、
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
制
度
）
が
導
入
さ
れ
、
税
務
署
に
提
出

す
る
所
得
税
な
ど
の
確
定
申
告
書
は
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
の
記
載
と
本
人
確
認
書
類
の
提
示
ま
た

は
写
し
の
添
付
が
必
要
で
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
な

ど
の
書
類
を
併
せ
て
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

医
療
費
控
除
の
手
続
き
が
変
わ
り
ま
す

　

医
療
費
の
領
収
書
の
代
わ
り
に
、「
医
療
費

控
除
の
明
細
書
」
の
添
付
が
必
要
に
な
り
ま
し

た
。
医
療
費
の
領
収
書
の
提
出
は
不
要
に
な
り

ま
す
が
、
自
宅
で
５
年
間
保
存
し
、
税
務
署
か

ら
求
め
ら
れ
た
と
き
に
は
、
領
収
書
を
提
示
ま

た
は
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
医
療
保
険
者
か
ら
交
付
を
受
け
た
医

療
費
通
知
を
添
付
す
る
と
、
明
細
の
記
入
を
省

略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
医
療
費
通
知

と
は
、
健
康
保
険
組
合
等
が
発
行
す
る
「
医
療

費
の
お
知
ら
せ
」
な
ど
で
す
。

　

ま
た
、「
医
療
費
の
封
筒
」（
医
療
費
の
明
細

書
が
印
刷
し
て
あ
る
封
筒
）
は
、
準
備
が
あ
り

ま
せ
ん
の
で
、
医
療
費
控
除
の
添
付
書
類
と
し

て
領
収
書
等
を
提
出
さ
れ
る
場
合
に
は
、
必
要

に
応
じ
て
封
筒
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

※
平
成
29
年
分
か
ら
平
成
31
年
分
ま
で
の
確
定

申
告
は
、
平
成
28
年
分
ま
で
と
同
様
に
、
医
療

費
の
領
収
書
の
添
付
ま
た
は
提
示
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。

社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
の
導
入

　

平
成
28
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
、
所
得
税
お

よ
び
復
興
特
別
所
得
税
・
消
費
税
お
よ
び
地
方

消
費
税
・
贈
与
税
の
申
告
書
は
、
税
務
署
へ
提

出
の
都
度
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
の

記
載
と
、
本
人
確
認
書
類
の
提
示
ま
た
は
写
し

の
添
付
が
必
要
に
な
り
ま
し
た
。

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
活
用

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申
告
書
等
作

成
コ
ー
ナ
ー
」
は
、
画
面
の
案
内
に
従
っ
て
金

額
な
ど
を
入
力
す
る
と
、
所
得
税
・
復
興
特
別

所
得
税
・
贈
与
税
・
個
人
事
業
者
の
消
費
税
・

地
方
消
費
税
の
確
定
申
告
や
青
色
申
告
決
算
書

な
ど
作
成
で
き
ま
す
。
作
成
し
た
申
告
書
な
ど

は
、
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
て
「
書
面
」
で
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、e-Tax(

国
税
電

子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム)

を
利
用
し
て
提
出

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
ま
た
、「
所
得
税
及

び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
の
手
引
き
」

や
申
告
書
の
用
紙
な
ど
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
の
で
ご

活
用
く
だ
さ
い
。

※e-Tax

利
用
の
際
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
取
得
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
の
購

入
な
ど
の
事
前
準
備
が
必
要
で
す
。

に
せ
税
理
士
・
に
せ
税
理
士
法
人

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

　

納
税
者
か
ら
の
依
頼
を
受
け
て
行
う
税
務
代

理
、
税
務
書
類
の
作
成
お
よ
び
税
務
相
談
の
業

務
は
税
理
士
業
務
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
業
務
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
法
律
で
税
理
士
、

税
理
士
法
人
等
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

税
理
士
で
な
い
の
に
、
税
理
士
業
務
を
行
っ

て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
に
せ
税
理
士
に
税
理
士
業

豊かな創造性に富んだ児童・生徒を育成するための教育の充実による人づくり !!
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介
護
保
険
と
申
告

　

介
護
保
険
の
利
用
者
負
担
額
や
保
険
料
な

ど
、
所
得
税
・
住
民
税
の
申
告
の
際
に
、
所
得

控
除
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

障
害
者
控
除

　

次
の
要
件
す
べ
て
に
該
当
し
、
一
定
の
基
準

を
満
た
し
て
い
る
方
へ
「
障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
書
」を
発
行
し
ま
す（
申
請
が
必
要
で
す
）。

○
65
歳
以
上
の
方

○
要
介
護
（
１
〜
５
）
認
定
さ
れ
て
い
る
方

○
障
害
者
手
帳
を
交
付
さ
れ
て
い
な
い
方

○
本
認
定
を
申
請
す
る
方
、
も
し
く
は
そ
の
方

を
扶
養
し
て
い
る
方
が
課
税
さ
れ
て
い
る

※
住
所
地
特
例
の
方
は
申
請
受
付
窓
口
が
保
険

者
（
他
区
市
町
村
）
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

医
療
費
控
除

　

傷
病
に
よ
り
、
お
お
む
ね
６
ヵ
月
以
上
寝
た

き
り
で
あ
り
、
医
師
の
治
療
を
受
け
て
い
る
方

の
お
む
つ
代
は
、
医
師
に
よ
る
治
療
を
受
け
る

た
め
の
直
接
必
要
な
費
用
と
し
て
、
医
療
費
控

除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

申
告
に
は
医
師
の
発
行
し
た
「
お
む
つ
使
用

認
定
証
」と
お
む
つ
代
の
領
収
証
が
必
要
で
す
。

　

２
年
目
以
降
で
、
介
護
認
定
さ
れ
て
い
る
方

は
、
主
治
医
意
見
書
の
内
容
を
確
認
し
、
町
よ

り
「
主
治
医
意
見
書
の
確
認
書
」
を
発
行
し
ま

す
（
申
請
が
必
要
で
す
）。

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
金
は
、
医
療

費
控
除
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
施
設
サ
ー
ビ
ス

【
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護
療
養
型
医
療
施
設
】

・
介
護
費
、
食
費
、
居
住
費
の
自
己
負
担
額

【
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
特
養
）】

・
介
護
費
、
食
費
、
居
住
費
の
自
己
負
担
額
の

２
分
の
１

■
居
宅
サ
ー
ビ
ス

【
医
療
系
サ
ー
ビ
ス
】

・
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
自
己
負
担
額

【
福
祉
系
サ
ー
ビ
ス
・
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
】

・
ケ
ア
プ
ラ
ン
に
よ
る
医
療
系
サ
ー
ビ
ス
と
併

せ
て
利
用
す
る
場
合
に
限
り
、
介
護
サ
ー
ビ
ス

費
の
自
己
負
担
額
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

■
対
象
外
の
サ
ー
ビ
ス

【
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護(
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム)

、
特
定
施
設
入
所
者
生
活
介
護(

有

料
老
人
ホ
ー
ム
な
ど)

、
福
祉
用
具
貸
与
、
福

祉
用
具
購
入
、
住
宅
改
修
】

※
発
行
さ
れ
た
領
収
書
に
医
療
費
控
除
対
象
額

の
記
載
が
な
い
と
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

※
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
な
ど
に
よ
り
補
て
ん

さ
れ
た
分
は
差
し
引
い
て
計
算
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

社
会
保
険
料
控
除

　

介
護
保
険
料
は
健
康
保
険
や
年
金
と
同
様
に

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す
。

■
特
別
徴
収
の
方

　

日
本
年
金
機
構
な
ど
か
ら
送
ら
れ
る
源
泉
徴

収
票
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

■
普
通
徴
収
の
方

　

税
務
課
納
税
係
（　

  

272
）
に
直
接
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
申
告
で
き
る
方
は
実
際
に
保
険
料
を
納
め
た

方
で
す
。

問　

い
き
い
き
健
康
課 

介
護
保
険
係  

内  

386

務
を
依
頼
し
た
場
合
、
不
測
の
損
害
を
受
け
た

り
、
あ
と
あ
と
ま
で
税
務
上
の
ト
ラ
ブ
ル
の
原

因
と
な
る
お
そ
れ
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

問　

青
梅
税
務
署 
☎
０
４
２
８(

22)

３
１
８
５

国
民
年
金
の
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
す

　

社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る
、

国
民
年
金
に
関
す
る
相
談
を

行
い
ま
す
。
相
談
時
間
は
お
一
人
30
分
以
内
、

事
前
に
電
話
予
約
が
必
要
で
す
。

　
「
年
金
の
書
類
が
届
い
た
け
れ
ど
、
何
を
書

い
た
ら
い
い
の
？
必
要
書
類
は
？
」「
遺
族
年

金
を
も
ら
っ
て
い
て
60
歳
に
な
っ
た
け
ど
、
自

分
の
年
金
の
手
続
き
を
し
な
い
と
い
け
な
い

の
？
」「
障
害
年
金
の
手
続
き
は
、
ど
う
す
れ

ば
よ
い
の
？
」
な
ど
、
国
民
年
金
に
関
す
る
ご

相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

日
時　

１
月
26
日
(金)

　
　
　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

　
　
　
　
（
正
午
〜
１
時
は
除
く
）　

場
所　

役
場　

１
階
町
民
談
話
室

持
物　

年
金
機
構
か
ら
の
通
知
な
ど

※
次
回
相
談
窓
口
開
設
は
３
月
を
予
定

保
険
・
年
金

申
込　

町
民
課
保
険
年
金
係
へ
電
話

問　

町
民
課 

保
険
年
金
係　

内　

284

新
成
人
の
皆
さ
ん
へ  

〜
20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金
〜

国
民
年
金
と
は

　

国
民
年
金
は
、
年
を
と
っ
た
と
き
、

病
気
や
事
故
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
、
家
族
の

働
き
手
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
な
ど
、
働
い
て

い
る
世
代
み
ん
な
で
支
え
る
仕
組
み
で
す
。

　

国
民
年
金
は
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方
の
加

入
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
20
歳
に
な
っ

た
ら
、
忘
れ
ず
に
国
民
年
金
の

加
入
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う
！

学
生
納
付
特
例
制
度

　

学
生
の
方
は
一
般
的
に
所
得
が
少
な
い
た
め
、

ご
本
人
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、
国
民

年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　

対
象
と
な
る
学
生
は
、
学
校
教
育
法
に
規
定

す
る
大
学
、
大
学
院
、
短
期
大
学
、
高
等
学
校
、

高
等
専
門
学
校
、
専
修
学
校
お
よ
び
各
種
学
校

（
就
業
年
限
１
年
以
上
で
あ
る
課
程
）、
一
部
の

海
外
大
学
の
日
本
分
校
に
在
学
す
る
方
で
す
。

納
付
猶
予
制
度

　

学
生
で
な
い
50
歳
未
満
の
方
で
、
ご
本
人
お

よ
び
配
偶
者
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合

に
、
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　

※
平
成
28
年
６
月
以
前
の
期
間
は
、
30
歳
未

満
で
あ
っ
た
期
間
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

※
各
制
度
申
請
が
必
要
で
す
。

問 

青
梅
年
金
事
務
所 

☎
０
４
２
８(

30)

３
４
１
０

相
談
窓
口


